
人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
法
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
一
四
―
一
七
（
研
究
職
員
の
技
術
移
転
事
業
者
の
役
員
等
と
の
兼
業

）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
五
日

人
事
院
総
裁

一

宮

な
ほ
み

人
事
院
規
則
一
四
―
一
七
―
二

人
事
院
規
則
一
四
―
一
七
（
研
究
職
員
の
技
術
移
転
事
業
者
の
役
員
等
と
の
兼
業
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
一
四
―
一
七
（
研
究
職
員
の
技
術
移
転
事
業
者
の
役
員
等
と
の
兼
業
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
研
究
職
員
」
と
は
、
特

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
研
究
職
員
」
と
は
、
特

定
試
験
研
究
機
関
等
（
大
学
等
に
お
け
る
技
術
に
関
す

定
試
験
研
究
機
関
等
（
大
学
等
に
お
け
る
技
術
に
関
す



る
研
究
成
果
の
民
間
事
業
者
へ
の
移
転
の
促
進
に
関
す

る
研
究
成
果
の
民
間
事
業
者
へ
の
移
転
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
五
十
二
号
。
次
項
に
お
い

る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
五
十
二
号
。
以
下
こ
の
条

て
「
大
学
等
技
術
移
転
促
進
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一

に
お
い
て
「
大
学
等
技
術
移
転
促
進
法
」
と
い
う
。
）

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
試
験
研
究
機
関
及
び
特
許

第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
試
験
研
究
機
関
及

法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
百
九
条

び
大
学
等
技
術
移
転
促
進
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定

の
二
第
三
項
第
五
号
に
規
定
す
る
特
定
試
験
研
究
独
立

す
る
試
験
研
究
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
の
職
員
（

行
政
法
人
を
い
う
。
）
の
職
員
（
当
該
特
定
試
験
研
究

当
該
特
定
試
験
研
究
機
関
の
長
で
あ
る
職
員
を
除
く
。

機
関
の
長
で
あ
る
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
研
究
を
そ

）
の
う
ち
研
究
を
そ
の
職
務
の
全
部
又
は
一
部
と
す
る

の
職
務
の
全
部
又
は
一
部
と
す
る
者
を
い
う
。

者
を
い
う
。

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
技
術
移
転
事
業
者
」
と
は
、

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
技
術
移
転
事
業
者
」
と
は
、

営
利
企
業
を
営
む
こ
と
を
目
的
と
す
る
会
社
そ
の
他
の

営
利
企
業
を
営
む
こ
と
を
目
的
と
す
る
会
社
そ
の
他
の

団
体
で
あ
っ
て
、
大
学
等
技
術
移
転
促
進
法
第
十
一
条

団
体
で
あ
っ
て
、
大
学
等
技
術
移
転
促
進
法
第
十
二
条

第
一
項
の
認
定
に
係
る
事
業
又
は
特
許
法
第
百
九
条
の

第
一
項
又
は
第
十
三
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
事
業
（



二
第
三
項
第
五
号
の
事
業
（
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に

第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
研
究
機
関
認
定
事

お
い
て
「
研
究
機
関
認
定
事
業
等
」
と
い
う
。
）
を
実

業
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
も
の
を
い
う
。

施
す
る
も
の
を
い
う
。

（
承
認
の
基
準
等
）

（
承
認
の
基
準
等
）

第
四
条

前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
技
術

第
四
条

前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
技
術

移
転
兼
業
に
係
る
承
認
の
権
限
の
委
任
を
受
け
た
者
（

移
転
兼
業
に
係
る
承
認
の
権
限
の
委
任
を
受
け
た
者
（

以
下
「
承
認
権
者
」
と
い
う
。
）
は
、
技
術
移
転
兼
業

以
下
「
承
認
権
者
」
と
い
う
。
）
は
、
技
術
移
転
兼
業

に
つ
い
て
法
第
百
三
条
第
二
項
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合

に
つ
い
て
法
第
百
三
条
第
二
項
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合

に
お
い
て
、
当
該
申
出
に
係
る
技
術
移
転
兼
業
が
次
に

に
お
い
て
、
当
該
申
出
に
係
る
技
術
移
転
兼
業
が
次
に

掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き

掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き

は
、
こ
れ
を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。

は
、
こ
れ
を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
同
上
）

二

研
究
職
員
が
就
こ
う
と
す
る
役
員
等
と
し
て
の
職

二

研
究
職
員
が
就
こ
う
と
す
る
役
員
等
と
し
て
の
職



務
の
内
容
が
、
主
と
し
て
研
究
機
関
認
定
事
業
等
に

務
の
内
容
が
、
主
と
し
て
研
究
機
関
認
定
事
業
に
関

関
係
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

係
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
同
上
）

２

（
略
）

２

（
同
上
）

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
人
事
院
規
則
一
―
三
九
の
一
部
改
正
）

２

人
事
院
規
則
一
―
三
九
（
構
造
改
革
特
別
区
域
に
お
け
る
人
事
院
規
則
の
特
例
に
関
す
る
措
置
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前



（
規
則
一
四
―
一
七
の
特
例
）

（
規
則
一
四
―
一
七
の
特
例
）

第
二
条

規
則
一
四
―
一
七
（
研
究
職
員
の
技
術
移
転
事

第
二
条

規
則
一
四
―
一
七
（
研
究
職
員
の
技
術
移
転
事

業
者
の
役
員
等
と
の
兼
業
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に

業
者
の
役
員
等
と
の
兼
業
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
承
認
を
受
け
て
技
術
移
転
兼
業
（
同
規
則
第
三
条

よ
り
承
認
を
受
け
て
技
術
移
転
兼
業
（
同
規
則
第
三
条

第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
移
転
兼
業
を
い
う
。
以
下
こ

第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
移
転
兼
業
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
及
び
別
表
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
研

の
条
及
び
別
表
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
研

究
職
員
（
同
規
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
研
究
職

究
職
員
（
同
規
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
研
究
職

員
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
同
号
に
お
い
て
同
じ
。

員
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
同
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
は
、
当
該
技
術
移
転
兼
業
が
構
造
改
革
特
別
区
域
法

）
は
、
当
該
技
術
移
転
兼
業
が
構
造
改
革
特
別
区
域
法

第
四
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定

第
四
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定

（
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を

（
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を

含
む
。
以
下
「
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
」
と
い
う
。
）

含
む
。
以
下
「
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
」
と
い
う
。
）

を
受
け
た
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革

を
受
け
た
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革



特
別
区
域
計
画
（
以
下
「
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
」

特
別
区
域
計
画
（
以
下
「
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
」

と
い
う
。
）
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

と
い
う
。
）
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
は
、
そ
の
勤
務
時
間
の
一
部
を
割
く
こ
と
が
で
き

き
は
、
そ
の
勤
務
時
間
の
一
部
を
割
く
こ
と
が
で
き

る
。

る
。

一

当
該
研
究
職
員
が
勤
務
時
間
を
割
い
て
当
該
技
術

一

当
該
研
究
職
員
が
勤
務
時
間
を
割
い
て
当
該
技
術

移
転
兼
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
、
規
則
一
四
―
一
七
第

移
転
兼
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
、
規
則
一
四
―
一
七
第

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
研
究
機
関
認
定
事
業
等
の

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
研
究
機
関
認
定
事
業
の
実

実
施
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
。

施
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
同
上
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
同
上
）


